
 
 

公益財団法人西宮市文化振興財団 寄附金申込書 
 

令和  年  月  日 

◆申し込む寄附金の種類（該当する項目にチェックを入れてください） 

 寄附金の種類 寄附の使途 寄附金(賛助会費)の額 特 典 

□ ① 

賛助会『アミティ

サポートクラブ』 

賛助会費 

財団が使途を 

特定 

個人会員： 3,500 円／口 

法人会員：30,000 円／口 

・顕名 

・イベント情報の案内 

・交流会への招待（法人会員のみ） 

□ ② 特定寄附 
寄付者が使途 

を特定 
任意 

・顕名 

・イベント情報の案内 

□ ③ 一般寄附 任意 任意 
・顕名 

・イベント情報の案内 
 

◆寄附金の額等 

 ＊①の場合 

  ・会員区分： 個人 ・ 法人  

・口数（個人：3,500 円／口、法人：30,000 円／口）：     口 

・金額：               円 

 ＊②、③の場合                円 （ 個人 ・ 法人 ） 
 

 ＊②の場合 寄附金活用を希望する事業                           
  

◆ご住所または所在地 

  〒 
                                                                                   

                                                                                   
 

◆お名前（法人で申し込む場合は、法人名をご記入ください） 

                                                                                   
          

◆連絡先（法人での申込みの場合は、担当部署・担当者名もご記入ください） 

  電話番号                                                                     

  メールアドレス                                                                

  担当部署・担当者名                                                             
 

◆ＨＰ、情報紙等への公開（該当する項目にチェックを入れてください） 

 □ ＨＰ、情報紙等で名前・名称を公表してもよい 

   個人の方で所属先、職名等を掲載する場合、その名称（ただし、領収書は個人名が記載されます。） 

                                           

 □ ＨＰ、情報紙等での名前・名称等の公表は希望しない（匿名希望） 
 

◆アミティ友の会（裏面参照）への新規入会（希望する場合のみチェック ➡ ）  □ 希望する 
 

◆入金方法（該当する項目にチェックを入れてください） 

 □ 西宮市文化振興財団指定の口座へ振込（後日、 

振込先口座をお知らせします。なお、金融機関に 

よっては振込手数料がかかる場合があります。） 

□ ゆうちょ銀行の振込取扱票で入金（後日、払込 

取扱票を郵送します。振込手数料は無料です。） 

＜問合せ先＞  

公益財団法人 西宮市文化振興財団 総務課 

ＴＥＬ：0798-33-3113 ＦＡＸ：0798-33-3455 

Ｅ-mail：bunkasin@nishi.or.jp 

ホームページ：https://nishi-bunka.or.jp 

＊電子メールにこの申込書を添付して申し込んでください。E-mail:bunkasin@nishi.or.jp 
  申込書の電子データは財団 HP（https://nishi-bunka.or.jp）からダウンロードできます 
＊FAX でも申込み可能です。FAX:0798-33-3455 



＜参考＞ 
 

【アミティサポートクラブ（賛助会制度）とアミティ友の会（友の会制度）との比較】 
 

 アミティサポートクラブ アミティ友の会 

納めていただく

額 

＊個人： 3,500 円／口 

＊法人： 30,000 円／口 

＊個人：会 費…1,500 円／年 

入会金…1,000 円 

（アミティサポートクラブと同時入会

の場合、入会金は無料となります。） 

＊法人：会 費…5,000 円／年・口 

（１口につき会員証３枚を交付） 

入会金…無し 
 

＜参考：令和５年度まで＞ 

会 費…10,000 円／年・口 

（１口につき会員証５枚を交付） 

有効期限 寄付納入日の属する年度末まで 会費納入月の１年後の月末まで 

特典等 

＊顕名 

 ・情報誌（年１回掲載） 

 ・HP（次年度更新時まで常時掲載） 

＊会員限定交流会への参加 

・年１回予定（法人会員のみ） 

＊情報誌送付（月１回） 

＊主催イベント割引 

＊主催イベント先行予約 

＊情報誌送付（月１回） 

＊指定施設での優待（※２） 

 

 

納入金の活用先 財団指定の事業に活用（※１） 芸術文化振興事業全般に活用 

税制上の優遇 

個人：所得税、住民税の寄付金控除 

の適用 

法人：法人税の寄附金に係る損金算 

入の適用 

― 

 

※１ 財団指定の事業は以下の主旨を目的とした事業です。 

〇 子どもの育ちに寄り添う事業 

〇 西宮市ゆかりのアーティストに活動の場を提供する事業 
 

※２ 指定施設での優待は以下の通りです。 
 

施設・店舗名 特典内容 

西宮市大谷記念美術館 入館料が団体割引（常設展を除く） 

西宮市貝類館 入館料が 20％割引（同伴の家族まで適用） 

白鹿記念酒造博物館 入館料が 50 円割引（特別展を除く） 

辰馬考古資料館（本館建替のた

め休館中。2028 年再開予定） 
入館料が 20％割引 

黒川古文化研究所 入館料が 20％割引 

堀江オルゴール博物館 入館料が 20％割引 

ホテルヒューイット甲子園 
宿泊料（客室料金）が 10％割引 

館内レストラン、バーでの飲食料が 5％割引 

市民会館２階 喫茶処よつば庵 食後のセットドリンクが無料（会員証１枚につき５名まで適用） 

 


